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第2 網改造料
1 適用 （略）

1 -1 網改造料の対象となる機能

区分 轍考
(1)～（50) C略） （路） （略）
(51) I P濡需鱗 ア I P遇｛雷栴終端装置に協定事 (7) （イ）以外の場合
との接続 に係るイ 業者との接続（PPPoE方式に
ンタフェ ース 機能 より行うものに限ります。）のた （イ）I p濡雷網との接

めのインタフェ ースを付与する機 練をIPv6アドレス
能 のみにより行う場合

イ I p通｛雷網開接繍装置に協定事業者との接織のためのイ
ンタフェ ースを付与する機能

新

第2 網改造料
1 溜用 （略）

1 -1 網改造料の対象となる機能

院分 備考
(1）～（50) （略） （略） （略）
(51) I p過偉網 ア I P通僑網終端装置に協定事業者との接続（PPPoE
との接続 iこ係る機 方式により行うものに痕ります。）のためのインタフヱ ース
能（IPo E接続 を付与する機能
に 係 る も のを除 イ I p i毘｛雲網間接続装置に協定事業者との棲繍 のためのイ
く） ンタフェ ースを付与する機能

ウ I P通信網終端装置においてpPPo E方式による接続
を行うための機能

附 期

（翼施時期）
1 この改正規定！ま、 認可を曳けた後、 当社の準備が整い次第、 実施します。

（網改造料に関する経過措鷺）
2 料金表第1表第2（網改造料）第51概ウ概の対象となるIP過信網終端接櫨！ま、 PPPo E方式iこよ

る接繍をしている協定事業者が設霊を申し込む場合において
、

専ら協定事業者の要望により設樟するも
ので当社が別に定めるものとし、 同欄ア欄の対象となるl P過借網終端装置は、 ウ楠の対象となる1 p 
通橿絹終端装盤を掠きます。

別紙３
（再意見募集対象は別紙２（提出された意見）です。本資料は再意見募集の対象ではありません。）
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